
 　　　　　　　　　主　　　　　　　　　文
　１　原告らの請求をいずれも棄却する。
　２　訴訟費用は原告らの負担とする。
　　　　　　　　　　事　実　及　び　理　由 
第１　請求
　　　被告らは函館市に対し１８万円を支払え。
第２　事案の概要
 　　 本件は，原告らが，平成１１年度における函館市のＣクラブに対する補助金
　　１８万円の支出が違法だと主張して，被告らに対し，地方自治法２４２条の２
　　第１項４号に基づいて，函館市に代位し，同補助金の支出により函館市が被っ
　　た損害の賠償を求めた事案である。
  １　前提事実（争いがないか，明らかに争いがない事実）
  （１）原告らは，いずれも函館市に住所を有するものである。
　（２）函館市は，平成１１年８月１９日，Ｃクラブから補助金等交付申請を受
け，
　　　同月３１日，補助金等交付決定をし，同年９月３０日，Ｃクラブに対し，補
　　　助金１８万円（以下「本件補助金」という。）を支出した。
　（３）Ｃクラブは，会員相互の親睦と市政の発展に寄与することを目的として，
　　　その趣旨に賛同する函館市議会の元議員を一般会員とし，函館市の市長，助
　　　役，収入役等の経験者に特別会員資格を認めて，昭和５０年８月６日に設立
　　　された団体である。
　（４）原告らは，函館市監査委員に対し，平成１２年１月３１日，本件補助金の
　　　違法不当な支出により函館市が被った損害額を函館市長が補填する措置をと
　　　ることを求めて住民監査請求をした。同委員は，同年３月２９日付けでこれ
　　　を棄却し，そのころ，原告らに通知した。
　（５）被告Ａは，平成１１年４月２５日から函館市長の職にあり，被告Ｂは，同
　　　年６月１日から函館市財務部長の職にある。
  ２　争点
　（１）本件補助金の支出には，地方自治法２３２条の２所定の公益上の必要があ
　　　るかどうか。
　  （原告らの主張要旨）
　　　ア　地方自治法２３２条の２は，「公益上必要がある場合」に補助金を支出
　　　  できる旨定めているところ，公益上必要があるかどうかの判断は，客観的
　　　　に覊束されており，いわゆる自由裁量行為ではない。
　　  イ　公益上の必要があるかどうかの判断基準としては，①補助金支出の目
的，
　　　　趣旨，他の行政支出目的との関連での当該補助金の目的の重要性，緊急
性，
　　　　②補助によって公益目的に適切かつ有効な効果を期待できるか，③補助金
　　　　を受ける個人又は団体の性格（団体の場合には，団体の目的，構成員，役
　　　　員等の状況），活動状況，④他の使途に流用される危険がないか，⑤支出
　　　　手続，事後の検査体制等がきちんとしているか，⑥目的違反，動機の不
正，
　　　　平等原則違反，比例原則違反等から裁量権の濫用，逸脱にならないか等が
　　　　あげられるところ，本件では特に上記③の基準に照らして，函館市及びそ
　　　　の住民に対し，補助金を支出することの利益が還元されない点が問題であ
　　　　る。
　　　　　すなわち，Ｃクラブは会員相互の親睦に併せて市政の発展に寄与するこ
　　　　とを謳う団体であるとしても，その実態は元市議会議員らの親睦団体に過
　　　　ぎず，これまでの活動内容をみても，事前にテーマを決め，それとの関連
　　　　で見学先や旅行先を選択したということはなく，施設見学会や研修旅行の
　　　　行先は統一性や関連性に欠け，施設見学の時間も短い。したがって，施設
　　　　見学会はただ数箇所の施設を駆け足で見てまわったというだけでしかな
く，
　　　　研修旅行は毎年思い思いに行っていた観光旅行と変わらない。また，Ｃク
　　　　ラブは，これら施設見学会等の成果を踏まえて意見を集約し，その結果を
　　　　文書によって函館市に申し入れるなどの活動を行っていないから，当然な
　　　　がら，Ｃクラブの活動が函館市における各種施策の推進に好影響を与えた



　　　　事実はなく，その活動に公益性のないことは明らかである。
　　（被告らの主張要旨）
　  　ア　Ｃクラブは，市政の発展に寄与することを目的とし，市政に精通した元
　　　　市議会議員らによって構成された団体であり，後記イ記載のとおり，その
　　　　活動には公益性がある。Ｃクラブが市政について検討し，市長らに具申す
　　　　る意見は，参考とするに価するものとなることが期待されるのであるか
ら，
　　　　地方自治法２３２条の２所定の公益上の必要があると判断して本件補助金
　　　　を交付したことは違法ではなく，同補助金の額が１８万円と僅少であるこ
　　　　とも考慮すれば，函館市の判断に裁量の逸脱はない。
　　  イ　Ｃクラブは，毎年，①役員会（年数回），②定時総会（年１回），③同
　　　　総会後の懇親会（年１回），④市長との懇談会（年１回），⑤新年会（年
　　　　１回），⑥市内公共施設見学会（年１回）及び⑦研修旅行（年１回）を主
　　　　催しているところ，これらの行事は，いずれもＣクラブの会則により，そ
　　　　の目的と定められた「市政の発展に寄与する」ために行われている（ただ
　　　　し，これらの行事のうち，会員相互の親睦を兼ねるものがあることは否定
　　　　しない。）。すなわち，⑥及び⑦は市政に関する情報収集や調査のため，
　　　　④は市政に関し市長から情報を得て研究するとともに，市長と意見交換を
　　　　するため，③及び⑤は市政に関する市長，市議らとの間及び会員間の意見
　　　　交換のため，①は市政に関する会員間の意見交換及び会務のため，②はこ
　　　　れらの活動に必要な会務等のために行われているものであって，さらにＣ
　　　　クラブは，これらの行事間の過程でも市政に関して検討し，その意見を具
　　　　申，表明している。
　　　　　これらの活動は，会員個々の活動にとどまらず，団体としての活動であ
　　　　り，会員によってなされる意見具申等も同様である。このような行事を主
　　　　催している団体はＣクラブのほかになく，市政に関する課題の性質上，Ｃ
　　　　クラブは長期的かつ地道な活動によって，種々の課題を並行的に検討し，
　　　　その目的を達せざるを得ないのであるから，直ちに目に見える形での成果
　　　　が現れるとは限らず，また，施設見学や研修旅行の行先は区々であって
も，
　　　　いずれも函館市の今後の諸施策の中心を担うものであるから，時宜を得た
　　　　ものといえ，これらが様々な施策目的，性質を有する所であるからといっ
　　　　て，その公益性が否定されるものではない。
　（２）仮に争点（１）の公益性が否定された場合，被告Ａについて指揮監督上の
　　　義務違反や故意又は過失があるかどうか，被告Ｂについて故意又は重過失が
　　　あるかどうか。
　　（原告らの主張要旨） 
　　　　被告Ａは，函館市長として，Ｃクラブが長年，公益性のない活動をしてい
　　　たことを知っていたか，知り得る立場にありつつ，本件補助金の交付を阻止
　　　しなかったのであるから，その指揮監督上の注意義務違反による故意又は過
　　　失責任は免れない。被告Ｂは，補助金における支出負担行為の専決権者とし
　　　て，やはりＣクラブの活動に公益性がないことを知っていたか，容易に知り
　　　得る立場にありつつ，本件補助金の支出負担行為をしたのであるから，責任
　　　を免れない。
　  （被告らの主張要旨） 
　　　　Ｃクラブは，長年にわたり継続して公益性のある活動を行ってきたのであ
　　　り，函館市はやはり長年にわたってＣクラブに対する補助金を交付してきた
　　　のであるから，その交付が違法であるとは想定し難く，被告Ａに指揮監督上
　　　の責任は生じないし，被告Ｂについては重過失どころか過失さえもない。
第３　当裁判所の判断
  １　争点（１）について 
　（１）証拠（乙２３，乙２４のほか該当個所において併記したもの）及び弁論の
　　　全趣旨によれば，平成１１年度において本件補助金が支出された経緯や同年
　　　度におけるＣクラブの活動状況等は以下のとおりである。
　　  ア　Ｃクラブから函館市に対する平成１１年度補助金等交付申請は，関係書
　　　　類を添え，次の内容を含む平成１１年度補助金等交付申請書等を函館市に
　　　　提出する方法でされた（甲８，甲９の１ないし３，甲１０，乙２１の３の
　　　　１ないし６）。



　　　（ア）補助事業等の目的及びその概要 
　　　　　　会員相互の親睦と市政の発展に寄与することを目的とし，昭和５０年
　　　　　発足以来，毎年市長との懇談会を始め，施設見学会，研修旅行等の事業
　　　　　を実施し，着実にその効果をあげている。
　　　（イ）補助金等交付申請額 
　　　　　　金１８万円 
　　　（ウ）補助事業等の内容
　　　　　ａ　定時総会及び懇親会 
　　　　　ｂ　施設見学（市内及び近郊の公共施設等） 
　　　　　ｃ　２泊３日の研修旅行（道内又は東北地方） 
　　　　　ｄ　市長との懇談会 
　　　　　ｅ　新年懇親会 
　　　（エ）補助事業等の実施による効果
　　　　　  Ｃクラブは，元議員として，市政発展に側面から寄与するために結成
　　　　　された団体であり，会員の経験並びに実施事業の成果から，函館市の各
　　　　　種施策の推進に好影響を与えている。 
　　　（オ）平成１１年度Ｃクラブ収支予算は別紙１のとおりである。
　　　イ　これに対し，函館市が，本件補助金を支出したことは前提事実（２）の
　　　　とおりである。
　　  ウ　Ｃクラブは，平成１２年４月２８日付けで，関係書類を添え，次の内容
　　　　を含む平成１１年度補助事業等実績報告書等を函館市に提出した（甲１
６，
　　　　甲１７の１ないし３，乙２１の８の１ないし４）。 
　　　（ア）補助事業等の内容 
　　　　　ａ　定時総会及び懇親会
　　　　　ｂ　市内施設見学 
　　　　　ｃ　研修旅行 
　　　　　ｄ　市長との懇談会 
　　　　　ｅ　新年懇親会 
　　　（イ）補助事業等の実施による効果 
　　　　　　Ｃクラブは，元議員として，市政の側面からその進展に寄与するため
　　　　　に結成された団体であり，会員の経験並びに実施事業の成果は，函館市
　　　　　の各種施策の円滑な推進に反映されている。 
　　　（ウ）平成１１年度Ｃクラブ収支決算は別紙２のとおりである。
　　　エ　上記報告書等を審査した函館市は，平成１２年５月１５日付けで，Ｃク
　　　　ラブに対し，本件補助金について額の確定通知をした（乙２１の９）。
　　　オ　上記ウ（ア）に各記載された補助事業等の詳細は次のとおりである。 
　　　（ア）定時総会及び懇親会 
　　　　　ａ　平成１１年６月１８日正午前後から，函館市ａ町のＦ店において，
　　　　　　Ｃクラブの会員２１名が出席して定時総会が開催され，昨年度の事業
　　　　　　報告等が行われた。引き続き同所で開催された懇親会では，同会員２
　　　　　　１名のほか，Ｇ，Ｈ，Ｉ，Ｊ，Ｋら５名が来賓として参加し，懇談が
　　　　　　行われた（乙１１の２の１及び２，乙１１の４の１及び２，乙１１の
　　　　　　５の１及び２，乙１１の６の１ないし９）。
　　　　　　　その際，Ｃクラブは，会員２１名から定時総会の会費６万３０００
　　　　　　円（１人３０００円）と寄付金等３万円の合計９万３０００円を受け
　　　　　　取り，他方において，定時総会経費１２万７８８１円及び写真代１９
　　　　　　５７円の合計１２万９８３８円を支出した（甲４３，乙１１の２の
１，
　　　　　　乙２１の８の４）。なお，Ｃクラブは，上記会員から年会費７０００
　　　　　　円も同時に徴収したが，同年６月１日現在での会員数は４６名（うち
　　　　　　特別会員４名）であったのに対し，同年度において年会費を納めた者
　　　　　　は３７名であり，年会費の合計は２５万９０００円となった（乙１１
　　　　　　の６の８，乙２１の８の４）。 
　　　　　ｂ　上記懇親会は各会派の代表等の現職市議会議員らを招いて行われた
　　　　　　ものであり，Ｃクラブの会員らとの間で，市政に関する意見交換等が
　　　　　　なされた（証人Ｄ，同Ｅ）。 
　　　（イ）市内施設見学



　　　　　ａ　同年８月２０日，Ｃクラブの会員１５名が参加し，函館市議会事務
　　　　　　局の職員２名が随行して，別紙３のとおり，①函館市水産製氷協同組
　　　　　　合，②函館市谷地頭老人福祉センター，函館市デイサービスセンタ
ー，
　　　　　　函館市老人介護支援センター，③千代台公園陸上競技場，④白石公園
　　　　　　（はこだてオートキャンプ場，パークゴルフ場），⑤函館市産業支援
　　　　　　センターの５箇所を見学先とする施設見学会が行われた（乙１１の１
　　　　　　０の１及び２，乙１１の１１の１ないし３）。 
　　　　　　　その際，Ｃクラブは昼食代２万５２００円及び写真代８３１円の合
　　　　　　計２万６０３１円を支出した（甲４３，乙２１の８の４）。 
　　　　　ｂ　上記５箇所の各施設は，いずれも平成１１年あるいは平成１０年こ
　　　　　　ろに設置又は改修されたものであり，上記①は水産業に関わる施設
で，
　　　　　　今までの施設より港に近接し，直接船積みができるもの，上記②は介
　　　　　　護支援センターを併設した老人福祉政策の中枢施設，上記③はグラウ
　　　　　　ンド等を近代的に整備した文化，スポーツ振興の中枢施設，上記④は
　　　　　　郊外型のレクリエーション基地に関わる施設，上記⑤は函館市が国か
　　　　　　ら指定を受けたテクノポリス関連の産業基盤施設となっている。同見
　　　　　　学会に参加したＣクラブの幹事長は，谷地頭の老人福祉関連施設が優
　　　　　　れたものであったことから，後記（エ）の行事において，函館市長に
　　　　　　対し，市内の他の施設もそれに見合うものに改善することを申し入
れ，
　　　　　　また，白石公園のオートキャンプ場とパークゴルフ場については，他
　　　　　　町との境界付近に所在し，市民にもその存在があまり知られていない
　　　　　　のではないかとの感を強くしたことから，函館市議会事務局次長に対
　　　　　　してその旨報告するとともに，Ｃクラブの個々の会員に対して，その
　　　　　　居住する地域において宣伝に努めるよう示唆し，後記（エ）の行事に
　　　　　　おいても，函館市長に対し意見を申し入れた。これに対し，同事務局
　　　　　　次長は，担当部署にその報告を伝達し，その後，同公園の宣伝が各種
　　　　　　広報誌に掲載された（証人Ｄ，同Ｅ）。 
　　　（ウ）研修旅行 
　　　　　ａ　同年１０月１３日から１５日にかけて，会員５名及びその家族２名
　　　　　　が参加し，函館市議会事務局の職員２名が随行して，別紙４のとお
り，
　　　　　　①芦別市の百年記念館，②小樽市のマイカル小樽，③小樽港マリーナ
　　　　　　等を見学先とする研修旅行が行われた（乙１１の１３の１及び２，乙
　　　　　　１１の１４の１ないし３，乙１１の１５の１ないし３）。 
　　　　　　　その際，Ｃクラブは，参加者７名から参加料２３万８０００円（１
　　　　　　人３万４０００円）と寄付金等１万５０００円の合計２５万３０００
　　　　　　円を受け取り，他方において，宿泊費や交通費，飲食費，随行者に対
　　　　　　する日当等の合計３２万５２８７円を支出した（甲４３，甲４４，乙
　　　　　　２１の８の４）。 
　　　　　ｂ　上記①は最近設置された歴史物等の展示館であり，上記②は新設さ
　　　　　　れた郊外型の大型複合商業施設，上記③は港湾開発関連の施設であ
る。
　　　　　　なお，平成１２年には，港湾の再開発等として，函館市にもヨットの
　　　　　　係留施設が竣工している（証人Ｄ，同Ｅ）。
　　　（エ）市長との懇談会及び新年会 
　　　　　ａ　平成１２年２月２５日午後４時から，函館市ｂ町のホテルＬにおい
　　　　　　て，Ｃクラブの会員１７名が参加して函館市長（被告Ａ）との懇談会
　　　　　　が設けられ，同市長から，高齢者福祉，公立はこだて未来大学開学，
　　　　　　市立函館病院開院及び函館駅周辺整備についての講話がなされた後，
　　　　　　同会員らとの意見交換ないし質疑応答がなされた（乙１１の１９の１
　　　　　　ないし５，乙１１の２０）。同日午後５時からは，同ホテル内の別の
　　　　　　ホールにおいて，同会員１８名（乙１１の２１の３によれば１９名）
　　　　　　のほか，同市長，Ｇ，Ｈ，Ｉ，Ｊ，Ｋ，Ｍの合計７名が来賓として参
　　　　　　加し，事務局員立会の下に新年会が催された（乙１１の２１の１ない
　　　　　　し３，乙２１の８の３及び４）。 



　　　　　　　その際，Ｃクラブは，会員１８名から新年会の会費９万円（１人５
　　　　　　０００円）と寄付金等５万円の合計１４万円を受け取り，他方におい
　　　　　　て，懇談会及び新年会の経費３０万７３１７円，サービス代２万１０
　　　　　　００円及び写真代４０２３円の合計３３万２３４０円を支出した（甲
　　　　　　４３，乙１１の１７の１，乙２１の８の４）。
　　　　　ｂ　上記新年会は函館市長や各会派の代表らを招いて行われたものであ
　　　　　　り，Ｃクラブの会員らとの間で，市政に関する意見交換等がなされた
　　　　　　（証人Ｄ，同Ｅ）。 
　　　（オ）なお，Ｃクラブでは，このほかに役員会を随時開催しており，平成１
　　　　　１年度においては，平成１１年５月１７日，同年７月２８日，同年９月
　　　　　１０日，同年１２月１５日，平成１２年１月３１日の５回にわたって役
　　　　　員会が開かれ，Ｃクラブから昼食代として合計３万５９１０円が支出さ
　　　　　れた（甲４３）。このうち，５月の役員会の議題は，昨年度の新年会や
　　　　　新規加入会員等の報告，平成１１年度の定時総会の開催日時，場所の協
　　　　　議等であり（乙１１の１の１ないし７），７月の議題は，施設見学の日
　　　　　時，場所の協議等（乙１１の９の１及び２），９月の議題は，施設見学
　　　　　会の報告，研修旅行日程の協議等（乙１１の１２の１ないし３），１２
　　　　　月の議題は不明，１月の議題は，市長との懇談会及び新年会の日時，場
　　　　　所の協議等（乙１１の１６の１及び２）となっている。
　　　（カ）以上（ア）ないし（オ）各記載の収入に前年度繰越金２万５１８２
円，
　　　　　本件補助金１８万円及び預金利息８３円を加えた合計９５万０２６５円
　　　　　が平成１１年度におけるＣクラブの収入決算額であり，他方，同各記載
　　　　　の支出に郵便切手等の事務連絡費３万８４６３円及び慶弔費４万円を加
　　　　　えた合計９２万７８６９円が同年度の支出決算額（上記収入との差額２
　　　　　万２３９６円は次年度へ繰越）である（甲４３，乙２１の８の４）。 
　（２）函館市はＣクラブに対し，昭和５７年度から２５万円の補助金を交付し，
　　　以降，昭和６２年度に２３万円，昭和６３年度に２０万円，平成元年度から
　　　１８万円に各減額しつつ補助金を交付してきたが，本件補助金の交付以降，
　　　平成１２年度からは補助金を交付していない（甲６，弁論の全趣旨）。
　（３）平成元年度以降におけるＣクラブの活動実績は，上記平成１１年度におけ
　　　る状況と概ね同様であり，その概況は別紙５の１ないし１０のとおりである
　　　（乙２ないし１０〔枝番号含む〕）。なお，平成１０年度に市長との懇談会
　　　が開催されなかったのは，当時の函館市長が病気療養中のため参加不能であ
　　　ったからである（弁論の全趣旨）。
　２　上記認定事実及び前提事実を基にして，Ｃクラブにおける団体の性格，活動
　　状況等を検討するに，Ｃクラブは函館市議会の元議員らによって会員相互の親
　　睦と市政の発展に寄与することを目的として設立された団体であるところ，Ｃ
　　クラブの催す各行事は多分に会員相互の親睦を深める役割を担うものであった
　　（研修旅行については，参加者の人数や参加態様，見学先等に照らし，特にそ
　　の色彩が強い。）が，それに止まらずに，Ｃクラブの各会員が函館市議会議員
　　等の公職にあった経験を活用し，視察に値する各種公共施設の見学や市長との
　　懇談会等を通じて市政の発展に寄与するという公益的活動を遂行していた事実
　　を全く否定し去ることはできないというべきである。 
　　　もっとも，原告らは，Ｃクラブは施設見学会や研修旅行等の結果をまとめ上
　　げて文書により函館市に申し入れるなどの活動を行っておらず，補助金を交付
　　した成果が函館市及びその住民に反映されていない旨主張し，証人Ｄ及び同Ｅ
　　の各証言によれば，そのような文書は作成されなかったことが認められる。確
　　かに，そうした文書が存在しなければ，Ｃクラブの活動の成果を現実の個別的
　　な市政の展開に照らして具体的に検証することが困難となり，そのような活動
　　に公費を投じるべきではないとする原告らの意見は傾聴に値する。しかしなが
　　ら，公益的活動を市政に反映させる方途として，文書を介するのが望ましいと
　　はいえるものの，これを必ず介しなければならないというものではなく，ま
た，
　　市政にとって有益な結果が確実な因果の関係をもって認められなければ公益性
　　が否定されるというものでもない。ことに本件のように補助金額が１８万円と
　　相対的に低額である場合（Ｃクラブにおける平成１１年度収入決算額において
　　２割に満たないばかりか，絶対額も多額であるとはいえない。）については，



　　公益性の程度が高いとはいえず，その成果を市政に反映させる方法としても，
　　市議会の事務局を介したり，市長や現職の市議会議員らとの懇談会や懇親会と
　　いう機会を利用した口頭の方法によるものにすぎず，さらにこれによって有益
　　な結果の発生が直ちに検証され得ない活動であるからといって，公益性が否定
　　されるものではないといわざるを得ない。のみならず，上記認定事実によれ
ば，
　　少なくとも，白石公園が広報誌に掲載される経緯にはＣクラブの活動が反映さ
　　れていると推認することができるし，その他，定時総会後の懇親会，市長との
　　懇談会及び新年会の席では，函館市長や現職議員らと市政について広く意見交
　　換しているものと認められること（ただし，その内容を記録化した資料は乙１
　　１の２０〔平成１１年度の市長との懇談会において，Ｃクラブ会員が市長の講
　　話を受けて，市長と市政について質疑応答をしている内容が記録化されている
　　もの〕を除くほかは存在しないから，特に懇親会や新年会は専ら会員間の親睦
　　を図る趣旨で開催されているのではないかとの疑念が生ずることも一面におい
　　て無理からぬところであるが，懇親会は，前年度の事業報告を含む定時総会の
　　直後に行われるものであり，新年会も，平成１１年度においては市長との懇談
　　会の直後に行われたものであって，そうした経過や来賓の顔ぶれ等に照らす
と，
　　上記のとおり認定して差し支えないものと思料する。）等の事情からすると，
　　本件補助金の交付が無益であると断定することもできない。 
　　　そもそも，地方自治法２３２条の２が規定する「公益上必要がある場合」と
　　は，抽象的かつ多義的で必ずしも明確な要件ではなく，その有無の判断に当た
　　っては，多様な行政目的を考慮した政策判断が必要とされるから，支出権者等
　　の合理的な裁量が認められているものと解さざるを得ないところ，その裁量の
　　合理性が事実関係に照らして客観的なものでなければならないことはもとより
　　であるが，上記認定事実等によれば，Ｃクラブは上記のとおりその程度が高い
　　とはいえないものの公益的活動を行っており，さらに，Ｃクラブの各会員ら
が，
　　それぞれ居住する各地域において市政の円滑な推進に尽力している側面も窺え
　　ることや，本件補助金の額が決して多額なものとはいえないこと等にも照らす
　　と，Ｃクラブの活動に公益性を認めた上で本件補助金を支出した判断に客観的
　　合理性が欠けるとまで認めることはできない。
　　　そうすると，その他，本件補助金の支出について手続違反があったこと等の
　　違法事由を窺うことはできない本件（その旨原告らの主張もない。）では，本
　　件補助金の支出は適法であるといわざるを得ない。したがって，争点（１）に
　　関する原告らの主張は理由がない。 
　３　結論 
　　　以上の次第で，争点（２）について判断するまでもなく，原告らの請求は理
　　由がないからこれらをいずれも棄却する。 
　　　　　　　
　　　　　　　函館地方裁判所民事部

　　　　　　　　　　　　裁判長裁判官　　堀　　内　　　　　明

　　　　　　　　　　　　　　　裁判官　　河　　村　　俊　　哉

　　　　　　　　　　　　　　　裁判官　　島　　村　　典　　男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別紙１ないし５の１０登載省
略）


